


5,000万円
死亡・高度障害のとき

新教弘保険 A型
●新教弘保険（A型・B型）にご加入後、65歳まで継続されたときは、新教弘保険（A型・B型）
の死亡保険金の範囲内で医師の診査等を受けることなく新教弘保険 K型に加入すること
ができます。（新教弘保険 K型は80歳まで保障が継続します。）

保険料払込期間

●集団契約特約を付加することにより低廉な保険料で死亡・高度障害時の保障を得られるプランです。
集団契約特約付勤労保険 〈最終到達年齢65歳・5年満期・自動更新扱〉

ご 契 約 例 （40歳男性）

※保険期間は5年満了ごとに自動更新され、65歳まで継続します。

ご契約

新教弘保険 A型
（集団契約特約付勤労保険）
死亡保険金・高度障害給付金

5,000万円

※新教弘保険 K型（集団契約特約付勤労保険）〈最終到達年齢80歳・5年満期・自動更新扱〉については
「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

75歳

満了

保険料払込期間
70歳 80歳40歳

新教弘保険（A型・B型）は、教職員の方々の相互扶助を目的として開発された保険のため、 
性別・年齢に関係のない一律の保険料 となっています。

ジブラルタ生命は昭和27年以来、公益財団法人日本教育公務員弘済会と
提携して教職員の皆さまの豊かな生活設計のお手伝いをしてまいりました。
これからも教職員の皆さまに安心をお届けするため努力を続けてまいります。

生きている間に保険金が受け取れる
リビング・ニーズ特約が付加できます。
●余命6か月以内と判断される場合、生きている間に保険金をお受け取りになれます。
●この特約の保険料は必要ありません。
●詳しくは「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
※余命6か月以内の判断は、被保険者の主治医の診断や請求書類に基づいて、当
社の医師の見解（場合によっては、社外医師のセカンドオピニオン）も含めて慎
重に判断いたします。
※余命6か月以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療
による治療を行っても余命6か月以内であることを意味します。

月払保険料

17,550円

●年齢や性別に関わらず、保険料は一律です。

保険期間
5年満了ごとに
自動更新

保険期間
5年満了ごとに
自動更新

死亡保険金・
高度障害給付金

新教弘保険 K型
（集団契約特約付勤労保険）

保障ご継続プランについて

満了 ご契約

65歳65歳

安心支える
たすけあいの輪

ジブラルタ生命日本教育公務員弘済会

教職員の皆さま

各種の公益事業 教弘保険加入と
保険金の支払い

7０年以上に
わたる提携関係

（略称：（公財）日教弘）

「教弘保険」に
できること。

教職員とそのご家族の皆さま
に安心をお届けします。

公益財団法人 日本教育公務員弘済会
（略称：（公財）日教弘）の教育振興事業
（奨学事業、教育研究助成事業、教育文
化事業）および福祉事業は、教弘保険の
契約者配当金により運営されており、
日本の教育界に貢献しています。

ベーシックな死亡・高度障害の保障プラン

新教弘保険 B型
集団契約特約付勤労保険 〈最終到達年齢65歳・5年満期・自動更新扱〉
●新教弘保険には、不慮の事故など災害による保障に重点をおいたプラン新教弘保険 B型もあります。
詳しくは、当社のライフプラン・コンサルタントにお尋ねください。

不慮の事故など災害による保障に重点を置いたプラン

※新教弘保険 K型の保険料は加入（更新）時における保険料率および被保険者の契約年齢・性別によって計算します。
したがって、通常、更新後の保険料は更新前より高くなります。 

加 入




